
回 覧 
２０２１年度 はるひ野町内会 

１２月度 役員会 議題 
２０２１年１２月１１日 

 

(1) 会⾧からの連絡事項など    （会 ⾧ 杉 本） 

(2) まちづくり本部の創設について   （副会⾧ 片 岡） 

(3) 2022 年度 新班⾧･新ブロック代表者選出について（※）  （副会⾧ 水 野） 

(4) 各部会報告 

◆環境緑化:桜並木植え替えプロジェクト             （環境緑化 田 中） 

◆自主防災:自主防災かわら版                  （自主防災 野 島） 

      ・避難所への避難の情報提供と避難所の運営 

      ・安否確認旗掲出訓練の報告 

      ・はるひ野町内会住民防災講座開催 

◆環境美化:資源・ごみ排出ルール順守のお願い  （環境美化 梅 田） 

      令和３年度麻生区年末年始収集日程（別紙） 

(5) ２０２１年度の役員会および各部会の開催予定    （副会⾧ 水 野） 

(6) 出欠の確認（配布物の受領確認）（※）     （副会⾧ 水 野） 

（※）印の項目については、回覧資料はありません。 

 

 
★今月（12 月）のお願い事項 

①資源集団回収のため、古新聞・古雑誌・段ボール・牛乳パック・古着等を提供してくだ
さい。第１・３・５回目の木曜日が回収日です。 
(回収資金は、町内会収入としてはるひ野の緑化に利用します) 

 
★町内会の主な行事（予定）（２０２１年１2 月～２０２2 年 2 月）  

① １月度役員会 
開催はありません。 

② ２月度役員会 
２月５日（土）１７:３０～ はるひ野黒川地域交流センター（オンライン開催併用） 

 

次回の役員会の準備作業担当ブロックは、２E、３E、４D、５H の各ブロック代表者の方々です。 
１６:３０集合、１７:１０解散です（オンラインの方）。ご協力お願いします。 



                                                      ２０２１年１２月１１日 

はるひ野町内会 

 

 

 

１） 当町内会の活動・・・全体では止めません。 

２） 当町内会が開催している会議・・・中止・延期できる会議は、中止・延期 

①会議を開催する場合は原則「オンライン参加」とし、会議の終了は２０時まで 

②「オンライン参加」できない参加者は「対面参加」も可としますが、新型コロナ感染防止対策を十分に行って参加 

 

 

 

 

来年度（２０２２年度）は「麻生区区制４０周年記念事業」が予定され、さらに「あさお区民まつり」（今年度はコロナ禍のため 

中止）も記念すべき４０回となり、今までと違った内容（イベント）も盛り込もうとの考えを元に両事業の検討プロジェクトを 

組成し動き出しています。 

この検討プロジェクトに私も参加しています。 

詳細は決定次第、本連絡事項で連携、あるいは各種広報紙・ホームページなどで公表していきますが、一部の参加者だけ

のイベントではなく多くの方々が参加でき、さらにははるひ野を含む麻生区全体の活性化に寄与できる内容を入れていき 

たいと考えています。 

 

 

 

 

 

ご存じのとおり「黒川八ツ公園」での自然保護活動団体で、その年次活動報告会（２年ぶり）に参加しました。 

【報告概要】 コロナ禍により思うように活動ができなかったが、感染症対策を講じながら、アメリカザリガニ捕獲、伐採・ 

剪定、ナラ枯れ被害木点検、はるひ野小学校４年生総合学習対応など進めることができた。 

以前にも記載しましたが、これだけの自然がはるひ野に残されているのに自らの目で見ないのはもったいないと感じる報

告内容です。みなさんも、ご家族とご一緒に黒川八ツ公園内の散歩はいかがでしょうか。 

１２月～１月は、ジョウビタキ・アオジ（冬の渡り鳥）観察、樹木の冬芽ウォッチングがお勧めです。 

（黒川八ツ公園は閉鎖管理型公園です。公園開放日を事前にご確認ください） 

 

（※）「水辺のある里山を守る会」が管理する「よこみね緑地」でのこの時期のお勧めは、カワセミ・アオサギ・カルガモ観察 

  です。日頃のストレス解消に、そして気分転換に、癒されること間違いなしです。 

 

 

                                                          （※）当町内会内会議は省略 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

（8） 

 

(9) 

(10) 

 

 

万福寺町内会・マイシティ新ゆり町内会・山口台自治会との意見交換 

北イトーピア自治会向け 当町内会活動内容説明 

麻生区役所道路公園センター はるひ野小中学校前の桜並木改修について 

麻生区町会連合会 理事会 

麻生区町会連合会 各町内会・自治会支援新委員会組成について意見交換 

麻生区区政４０周年記念事業（２０２２年度実施） プロジェクト会議 

新百合ヶ丘イルミネーション（Ｋｉｒａｒａ＠アートしんゆり）点灯式 

しんゆりフェスティバル・マルシェ見学 

 （新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアムとの今後の活動連携のため） 

麻生区町会連合会 研修・勉強会担当委員会 

麻生区区政４０周年記念事業（２０２２年度実施） プロジェクト事前調整会議 

 

 

４日（木）、１８日（木） 

６日（土） 

９日（火） 

１１日（木） 

１１日（木） 

１１日（木） 

２０日（土） 

２１日（日） 

 

２５日（木） 

２５日（木） 

 

 

回  覧 

会長としての主要活動報告（１１月） 

コロナ禍における当町内会活動方針・対応方針  【～２月末】 

会長からの連絡事項など 

１ 

５ 

緊急事態宣言は解除されま

したが、当町内会は現状で

は方針を変更しません 

「麻生区区制４０周年記念事業」・「第４０回あさお区民まつり」について ２ 

はるひ野里山学校について ３ 
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２０２１年１２月１１日 

はるひ野町内会 

まちづくり本部の創設について 

 
●「まちづくり本部」創設の必要性 
（１）＜はるひ野の景観環境に関する背景＞ 

（２）＜景観環境に係る諸問題＞ 

 
 

（３）＜新たな取り組み「まちづくり本部」の創設＞ 

 

 上述した各組織、団体と横断的に連携し、上記の諸問題を解決するとともに、“はるひ野”の特

性にふさわしい良好な景観環境を創出する「まちづくり」プランを中長期的視点から検討し、計

画を策定する部門として「まちづくり本部」を創設することとした。 

 

はるひ野の 
景観環境 

•はるひ野は里山に抱かれた緑豊かな環境の下に発展する街であり、この景観は我々の財産ともいえる。 

•しかし、行政である川崎市にきめ細やかな環境保全を期待することは難しい。 

•我々自らが維持管理に努めないと「はるひ野の良好な景観環境」は短時間のうちに失われてしまう。 

部会活動と 
町内清掃 

•現在、景観環境の維持、緑化保全に関しては、まちなみ協定部会の活動はもとより、環境美化部会、環境
緑化部会等の部会による活動が丁寧かつ活発に行われている。 

•また、年４回、町内の一斉清掃が行われ、はるひ野内の多くの町内会会員が参加している。 

景観保全 
の現状 

•年４回の町内清掃は多くの人手により実施されるが、草刈り等が十分に出来ているわけではない。 

•実際は、町内会の関連団体である「グリーンクラブ」による定期的な草刈り、公園及び街路樹の整備等、
年５０～７０回に及ぶ地道な作業により、良好な景観環境が保たれている。 

良好な 
景観環境 

•また、はるひ野においては、グリーンクラブのほか、水辺のある里山を守る会、エコガーデンはるひ野等
の「緑化関連団体」が地道に活動し、景観環境の維持保全に貢献している。 

•結局のところ、はるひ野の良好な景観環境保持は、これら「緑化関連団体」の活動に依るところが大きい。 

景観環境
の危機 

•グリーンクラブ、水辺のある里山を守る会の構成員の高齢化、後継者不足の問題が顕在化してきた。 

•特にグリーンクラブは、今現在、活動継続の危機に直面している。 

•したがって、近い将来、持続的で良好な景観環境の維持保全に支障が生じるおそれがある。 

景観環境の 
悪化による
影響 

•景観環境の悪化は、防犯、防災の観点からも好ましくない。 

•また、景観環境が街に及ぼす影響は、単に見た目の問題にとどまらず、将来的な街の特性、資産的価値、
防災、防犯等、多岐の観点に亘る。 

中長期的 
視点 

の必要性 

•これら景観環境が街に与える影響について、中長期的視点による検討は、必ずしも十分ではなかった。 

•また、「与えられたまち」に住むのではなく、「自分たちが求めるまち」をつくっていく、という視点にたっ
ての検討も、十分とはいえなかった。 

横断的 
連携 

の必要性 

•一方、良好な景観環境の維持保全のためには、グリーンクラブ、水辺のある里山を守る会、エコガーデン
はるひ野等の緑化関連団体と、町内会側の環境緑化部会、環境美化部会、まちなみ協定部会との有機的
かつ横断的な連携が、今まで以上に求められている。 

回 覧 
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●「まちづくり本部」と周辺組織との関係 

 

 
 

●「まちづくり本部」の施策概要

●今後の予定

 
 

以上 

まちづくり 

本部 

環境緑化 

部会 

グリーンクラブ 

環境美化 

部会 

まちなみ
協定部会 

•「緑化を中心とした良好な景観環境の創出」を主眼に置きつつ幅広い観
点に基づいて、かつ、中長期的視点に立って新しい「まちづくり」プラン

を、行政とも連携して策定します。 

新しい「まちつぐり」プラン 

の策定 

•はるひ野の良好な景観環境に大きく貢献している「グリーンクラブ」が
抱える高齢化問題および後継者不足問題の解決に取り組みます。 グリーンクラブ問題の解決 

•グリーンクラブのほか、水辺のある里山を守る会、エコガーデンはる
ひ野等の緑化関連団体と、町内会側組織との有機的かつ横断的な連
携を強化し、良好な景観環境の保持をさらに進めます。 

緑化関連団体との連携 

２０２２年４月 総 会 

会則改正案 総会にて承認の後、正式に運用開始 

２０２２年３月 役員会 

会則改正案 役員会にて承認 

２０２２年２月 役員会 

まちづくり本部創設に係る会則改正案を提示 

町内会 

水辺のある里山を守る会 

エコガーデンはるひ野 

外部関連団体 

 

黒川町内会・周辺の町内会 

 

川崎市・麻生区 

総会 

 

役員会 
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＜避難所への避難の情報提供と避難所の運営＞ 
 今月の自主防災かわら版では「避難所への避難の情報提供と避難所の運営」に

ついてです。 

   

■はるひ野の避難所 

地震や風水害で、自宅に住めなくなったり、切迫した危険から逃れるための避難先は、 

１．「はるひ野小中学校 地域交流センター」（※第一順位） 

２．「はるひ野小中学校 大アリーナ」（※避難者数の増に応じて開放） 

です。 

 

■避難所に関わる情報の入手 かわさき防災アプリ 

 開設されている避難所や各種災害情報、気象警報や土

砂災害・洪水などのハザードマップを確認することがで

きます。 

※旧防災アプリはリニューアルに伴い2021

年4月1日から利用できなくなっています。 

 

 

 

■避難所運営の基本原則 

 避難所について理解しておきましょう。 

１．避難所は、「避難を必要とする方」を一時的に受け入れる施設です。 

避難所は、災害時に緊急的に住民等の安全を守り、または、災害により家屋を失った住民等

の生活の場を確保するための施設です。 

 

【避難を必要とする方】 

・家屋に被害を受け、住居の場を失った方 

・電気、水道、ガスなどのライフラインの被害により、日常生活が著しく困難な方 

・避難勧告等が発令され、緊急避難の必要がある方 など 

回覧 
2021 年 12 月 11 日 

はるひ野町内会 自主防災組織 

 自主防災かわら版 ２０２１―６－１号 

「かわさき防災アプリ」 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bousai.kawasaki
https://apps.apple.com/us/app/%E6%96%B0%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%95%E3%81%8D%E9%98%B2%E7%81%BD%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1556601048
https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000111816.html
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２．避難所は、避難者等の必要最低限の生活を支援する施設です。 

 支援には限界があり、避難者が増えれば支援は少なくなります。各家庭で家具の転倒防止や

家庭内備蓄を行うなど、避難所に頼らない備えを行うことが大切です。 

 

３．自助・共助（互助）・公助による、適切な避難所運営が求められます。 

避難所の運営は、避難者同士の助けあいや協働の精神に基づく、避難者による自主的な運

営が求められます。 

 

４．避難所の円滑な運営のためには、定期的に事前協議を行うなど「顔の見える

関係」を構築しておくことが大切です。 

 町内会などを通じた顔の見える関係が大切です。 

 

■川崎市避難所運営マニュアル 

このマニュアルには、「川崎市地域防災計画」に基づき、突発的かつ大規模な災害が発生した

場合に、避難所運営会議構成員、市職員、施設管理者などが自動参集して、自主的に避難所を

開設し、撤収するまでの基本的事項が定められています。 避難所の運営について知ることが

できます。 

 

 ＜突発的かつ大規模な災害が発生など＞ 

 〇市内で、震度６弱の地震が発生した場合 

 〇災害対策本部長（市長）が指示する場合 

 

 

■新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の避難について 

 新型コロナ感染症対策としても自宅避難を含む分散避難が推奨されています。 

また、避難所ではマスク着用、手洗いや咳エチケット等の基本的な対策が大切です。 

マスク、アルコール消毒液、体温計、スリッパなどを持参するようにしま

しょう。 詳しくは、川崎HPをご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

「川崎市避難所運営マニュアル」 

「新型コロナ感染症を踏まえた 
災害時の避難について」 

https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000056988.html
https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000117391.html
https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000056988.html
https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000117391.html
https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000117391.html
haruhino-chonaikai
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安否確認旗掲出訓練の報告 
訓練にご協力頂きまして、大変ありがとうございました。 

～掲出率は39.6%でした～ 

2021年11月13日（土）午前9時15分～10時15分に安否確認旗掲出訓練を実施致しまし

た。下表の通り、過去の訓練実績と比べて参加者の減少が見られました。訓練の目的は、安否

確認旗の保管場所や使用方を覚える事です。 

この機会にもう一度見直し、更なる防災意識の向上を図って下さい。 

 

実際の災害時には、「ご自身、ご家族等安全が確認できましたら掲出」して下さい。訓練時と

は違い班長、ブロック代表者に報告する必要はありません。ご近所の「救助が必要な家庭(旗が

掲出できない)」をできるだけ早く見つけ、互いに声をかけ合い、協力して助け合って下さい。  

掲出の目安はおおむね震度５強です。川崎市内でこの震度の揺れが発生した場合、防災放送

が流れたり、避難所が開設されます。 

昨年に引き続き、新型コロナウイルスの感染予防を行いな

がらの取り組みとなりましたが、ご協力頂きましたブロック代

表者、班長の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

 

2021年 11月 13日訓練結果（丁目ごと）   訓練実績表（掲出戸数の割合率推移） 

  
総戸数 旗掲出戸数 

掲出戸数の 

割合率(％) 
  

  

  

  

  

  

  

  

 旗掲出戸数 総対象戸数 
掲出戸数の 

割合率(％) 

1丁目 149 55 36.91% 2014/9/20 657 1304 50.40% 

2丁目 401 157 39.15% 2015/10/10 829 1351 61.40% 

3丁目 387 186 48.06% 2016/6/18 991 1392 71.20% 

4丁目 228 61 26.75% 2017/8/26 717 1301 55.10% 

5丁目 291 118 40.55% 2018/5/27 906 1453 62.40% 

合計 1456 577 39.63% 2020/11/14 766 1432 53.49% 

＊（旗掲出戸数、総戸数は報告数の集計） 2021/11/13 577 1456 39.63% 

回覧 
2021 年 12 月 11 日 

はるひ野町内会 自主防災組織 

 自主防災かわら版 ２０２１―６－２号 
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はるひ野町内会住民防災講座開催！ 
テーマは「防災×アウトドア」 

川崎市黒川青少年野外活動センターとの共催による防災講座を開催します！ 

自宅避難を想定した保存食を、自分で火を起こして実際に食べてみましょう！ 

●日時：2022年2月12日(土)（雨天決行） 

  午前10時から午後1時30分まで 

（受付開始：午前9時30分） 

●会場：川崎市黒川青少年野外活動センター 

  小田急多摩線黒川駅より徒歩5分 

●講座内容 

① メタルマッチとナイフを使って、火を起こしてみよう！ 

② 野外かまどで、保存食・非常食を実際に食べてみよう！ 

●持ち物：軍手、お湯で温めるタイプの保存食、非常食 

       野外かまどで使用できる調理器具、食材など 

       マイ皿、マイカップ、マイ箸、飲物（アルコール不可） 
 

●定員：10組（家族単位：親子、夫婦、単身で参加できます） 

      応募多数の場合は抽選となります 

●参加費：無料 

●申込方法：こちらの申込フォームにてお申し込みください。 

https://forms.gle/oTMYAhk2uPd73wWE8 

●申込期間：2021年12月18日(土)から2022年1月９日(日)まで 

●講師：川崎市黒川青少年野外活動センター 野口透所長 

 

 

回覧 
202１年 12 月 11 日 

はるひ野町内会 自主防災組織 

 自主防災かわら版 ２０２１-６-３号 

電気・ガスが途絶する恐れのある大規模災害時に自ら火を
熾せれば、暖かい食べ物を確保することができます。 
この機会に、野外でいろいろ調理してみましょう！ 
防災とアウトドアアクティビティを組み合わせた講義と実

践で、災害時やキャンプ等でも役立つ知識をお伝えします！ 

申込フォーム 2 次元コード 

https://forms.gle/bgU345kjus2vgSyn9
http://www.kurokawa-yagai.com/
http://www.kurokawa-yagai.com/
https://forms.gle/bgU345kjus2vgSyn9
https://forms.gle/oTMYAhk2uPd73wWE8
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2021年12月11日 

はるひ野町内会

環境美化部会 

資源・ごみ排出ルール順守のお願い 
 

日頃より町内の環境美化にご協力を賜り、ありがとうございます。 

資源・ごみ排出ルールについて、今一度ご確認をお願いいたします。本回覧には主な
ものを挙げました。 
詳細は、皆さまに配布してある「資源物とごみの分け方・出し方」をご確認ください。冊
子が手元に無い方はご連絡ください。 

川崎市HPでも参照可能です。（「川崎市 ごみ・リサイクル」で検索) 
 

川崎市 
分け方出し方
パンフレット 

川崎市 
ごみ分別
アプリ 

App 
Store 

Google 
Play 

 

☆ 利用できる集積所の割り当ては決まっています。 
当番制で清掃している集積所も多いので順守願います。 

割り当て場所がわからない場合は、住所をご連絡ください。 
 

☆ 資源・ごみの収集日を順守してください。 
分別し、収集当日の朝８時までに出してください。 

守れない方は、ごみ集積所の使用を禁止とすることもあります。 
 

☆ ごみは集積所の奥の方に積んでください。 
カラス・ネコが狙っています。 

 

☆ ペットボトルはキャップ/ラベルを除去してください。 
カン・ビンは、できるかぎりキャップ/ラベルを除去してください。 

 

☆ ビン回収専用の青いかごには、ペットボトルやカン、電池、小物金属を入れ
ないでください。 

 

☆ ビンは、そのまま青いかごに入れてください。 
袋などには入れないでください。 

 

☆ ふとん、毛布、じゅうたん、ぬいぐるみ、皮革製品は、資源集団回収の衣類・
古着としては出せません。 

裁断して普通ごみで出すか、粗大ごみ受付センターに収集依頼してください。 
（収集依頼：TEL 044-930-5300、インターネット申し込みも可、有料）  

次ページに選別に関して記載してあります。 

回 覧 

https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000037814.html
https://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000037/37814/wakedashi03.pdf
https://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000037/37814/wakedashi03.pdf
https://apps.apple.com/jp/app/id1074173358
https://apps.apple.com/jp/app/id1074173358
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.haleng.kawasakigarbageapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.haleng.kawasakigarbageapp
https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000012773.html
https://www.sodai.city.kawasaki.jp/eco/view/kawasaki/top.html
https://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000037/37814/wakedashi03.pdf
https://apps.apple.com/jp/app/id1074173358
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.haleng.kawasakigarbageapp


☆ ごみの減量、分別にご協力を！！

《生ごみは、極力、堆肥等に循環させましょう》

《紙類は、まずは資源、つぎにミックス、そのあと ごみ です》

① 資源集団回収：隔週木曜日（第１・３・５、朝８時までに自宅前道路脇に出す）

　（町内会からの委託業者（神商）が回収。川崎市から奨励金が出ます。）

回収対象物：新聞・折込広告類、雑誌・書籍類、ダンボール類、牛乳パック

ダンボールは普通ごみで出さず、面倒でもたたんで保管し、資源として出しましょう。

新聞、雑誌、ダンボールは雨天でも回収します。

牛乳パックも出せます。すすいだ後、たたんで保管し、１０枚以上を一束ねで出します。

② ミックスペーパー（雑かみ）：毎週水曜日にごみ集積所に出す（市が収集）

　ただし、汚れていたり、強い臭いの残る箱（石鹸、線香など）はごみです

　多少の金具がついている紙も出せます（ホチキス止め、ファイル、バインダー）

③ 普通ごみ：火、金曜日にごみ集積所に出す（市が収集）

　上記対象物以外の紙類。上記対象物でも、汚れている紙はすべてごみ扱いです。

《古着・古布類も普通ごみとせず、選別して資源で出しましょう》

（出せるもの）　

◎ 使用可能な、洗濯した衣類・布類に限ります。

（出せないもの）

×汚れが残っていたり　破れているもの全般

×ふとん、枕、じゅうたん類、マット、ぬいぐるみ、毛布、

※　資源集団回収は、８時に雨が降っていない場合のみ回収します。

はがきより大きいサイズの紙で、新聞折込広告に類似した品質の１枚ものの定型紙は、
新聞・折込広告類で出せます。（チラシ、ダイレクトメール、印刷物など）
ホチキス止めや糊付けの冊子類は、雑誌・書籍類で出してください。　

　菓子・ティッシュ箱、紙袋、封筒（窓付き含む）、写真、感熱紙、カーボン紙、
　切断紙、紙コップなど

　　※ビニール袋に入れて出さない！！　紙袋・紙箱に入れる、紙で包む等にする

新聞・雑誌・ダンボールなどと同じく、資源集団回収対象物です。
半透明ビニール袋に入れ、口を縛って、自宅前道路脇に出してください。

Ｔシャツ、Ｙシャツ、上着類、下着類、ジーンズ、スラックス、着物、
タオル、バスタオル、シーツ、ネクタイ、ハンカチ、スカーフ、
靴下（左右揃い）、つば付帽子（布製）、カーテン

会社名入り制服・制帽、皮革製品(コート、手袋等）

その後に雨が予想されるときは、雨が入らないようにしてください。
少しでも濡れていると回収できず、再度出し直すことになります。
天気が怪しい場合は無理をせず、次回に回すようにしてください。
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2021年12月11日

２０２１年度 役員会および各部会の開催予定

定例会議・定例運営
１２月 １月 ２月

役員会 （会長・副会長・会計・
部会長・自主防災組織本部
長/副本部長・ブロック代表者
が参加）
※ 必要に応じて班長を招集する
場合あり

 役）１２/４（土） １７：３０～
役）１２/１１（土） １７：３０～
オンライン/地域交流センター

－

役）２/５（土） １７：３０～
オンライン/地域交流センター

運営会議 （会長・副会長・会
計・部会長・自主防災組織本
部長/副本部長が参加）
三役会 （会長・副会長・会計
が参加）

回覧印刷：１２/２(木) 午前
三）１２/１８（土) １６：００～

三）１/１５（土) １６：００～
三）１/２９（土) １６：００～
運）１/２９（土) １８：００～

回覧印刷：２/３(木) 午前
三）２/２６（土) １６：００～
運）２/２６（土) １８：００～

環境美化部会 １２/５（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

１/２３（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

２/２０（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

環境緑化部会 １２/１８（土） １０：００～１１：００
事務所orオンライン

１/２３（日） １０：３０～１１：３０
事務所orオンライン

２/２７（日） １０：３０～１１：３０
事務所orオンライン

交通部会 １２/１９(日)１７:００～１８:００
事務所orオンライン

１/１６(日) １７:００～１８:００
事務所orオンライン

２/２０(日) １７:００～１８:００
事務所orオンライン

防犯部会 １２/１２（日）１８：００～１９：００
　事務所orオンライン

１/９（日）１８：００～１９：００
　事務所orオンライン

２/１３（日）１４：００～１５：００
　事務所orオンライン

広報部会 １２/１２（日）　１６：００～１７：３０
事務所orオンライン

１/９（日）　１６：００～１７：３０
事務所orオンライン

２/１３（日）　１６：００～１７：３０
事務所orオンライン

イベント部会 １２/１９（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

１/１６（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

２/２０（日） １０：３０～１２：３０
事務所orオンライン

まちなみ協定部会 １２/１８（土）　１５：００～１６：００
事務所orオンライン

１/１５（土）　１５：００～１６：３０
事務所orオンライン

２/１９（土）　１５：００～１６：３０
事務所orオンライン

自主防災組織 １２/１１（土) ９：００～１０：００
　事務所orオンライン

１/８(土) ９：００～１０：００
　事務所orオンライン

２/１２(土) ９：００～１０：００
　事務所orオンライン

回覧
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